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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

確
定
拠
出
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
八
十
九
回
国
会
閣
法
第
七
〇
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

（
本
院
継
続
審
査
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
企
業
年
金
制
度
等
に
つ
い
て
、
働
き
方
の
多
様
化
を
始
め
社
会
経
済
構
造
の
変
化
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、

老
後
に
向
け
た
個
人
の
自
助
努
力
を
行
う
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事
業
主
が
、
厚
生
年
金
保
険
法
に
規
定
す
る
第
一
号
又
は
第
四
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
数
が

百
人
以
下
で
あ
る
こ
と
等
の
要
件
に
適
合
す
る
企
業
型
確
定
拠
出
年
金
（
以
下
「
簡
易
企
業
型
年
金
」
と
い
う
。
）
に
係
る

規
約
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
企
業
型
確
定
拠
出
年
金
（
以
下

「
企
業
型
年
金
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
必
要
な
書
類
の
一
部
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

中
小
事
業
主
（
企
業
型
年
金
及
び
確
定
給
付
企
業
年
金
を
実
施
し
て
い
な
い
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事
業
主
で
あ
っ
て

第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
数
が
百
人
以
下
の
も
の
を
い
う
。
）
は
、
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
で
あ
る
個
人
型
年
金

加
入
者
が
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
（
以
下
「
個
人
型
年
金
」
と
い
う
。
）
に
掛
金
を
拠
出
す
る
と
き
は
、
当
該
第
一
号
厚
生
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年
金
被
保
険
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
と
き
は
当
該
労
働
組
合
、
な
い
と
き
は
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の

同
意
を
得
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
年
一
回
以
上
、
定
期
的
に
、
掛
金
を
拠
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

国
民
年
金
法
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
（
保
険
料
免
除
者
を
除
く
。
）
、
六
十
歳
未
満
の
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険

者
（
企
業
型
年
金
加
入
者
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
及
び
同
法
に
規
定
す
る
第
三
号
被
保
険
者
は
、
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
民
年
金
基
金
連
合
会
に
申
し
出
て
、
個
人
型
年
金
加
入
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

企
業
型
年
金
又
は
個
人
型
年
金
に
個
人
別
管
理
資
産
が
あ
る
者
が
、
確
定
給
付
企
業
年
金
の
加
入
者
の
資
格
を
取
得
し
た

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
の
規
約
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
者
の
申
出
に
よ
り
、
当
該
個
人
別
管
理
資
産
を
確
定
給
付
企
業
年
金
に
移

換
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

企
業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
運
用
の
方
法
の
う
ち
か
ら
政
令
で
定
め
る
数
以
下
で
、
か
つ
、
三
以
上
（
簡
易

企
業
型
年
金
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
以
上
）
の
も
の
を
選
定
し
、
企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
企
業
型

年
金
加
入
者
等
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


